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第６章

雑則
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（規制の特例措置の見直し）

第四十七条 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、

定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければ

ならない。

２ 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係

者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

１．関係行政機関の長は、構造改革特別区域における規制の特例措置の効果・

影響等を適切に評価するため、その適用状況について、定期的に調査を行う

こととしているものです。

さらに、内閣総理大臣を構造改革特別区域推進本部長とする構造改革特別

区域推進本部においても構造改革特別区域で実施される規制の特例措置の効

果等の評価を政府全体として行い、全国における規制改革を推進するための

必要な措置を講ずる必要があることから、調査結果について関係行政機関の

長に報告義務を課しています。

２．また、関係行政機関の長は、調査の結果等を踏まえて、規制の特例措置の

内容について不断に見直すとともに、その規制自体の在り方についても全国

的な規制改革を推進する観点から見直しを行うなどの必要な措置を講じなけ

ればならないことを定めています。

また、その際、広く当該規制や特例措置の在り方について意見を聴くこと

が望ましいと考えられることから、地方公共団体その他の民間事業者等の関

係者からの意見を聴取することとしているものです。

なお、規制の特例措置の在り方に関する具体的な評価のプロセスについて

は、構造改革特別区域基本方針において定められています。

（参考）構造改革特別区域基本方針

２．構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針

（３）評価に関する基本方針

①評価のスケジュール

毎年度原則として２月末までに行うものとする。

②評価基準

ⅰ）規制の特例措置の在り方に関する評価基準

規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。

ア）全国展開

以下のいずれかの場合。ただし、イ）又はウ）の基準に該当する場合を除く。

ａ 弊害が生じていないと認められる場合

ｂ 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直すことで弊害の

予防等の措置が確保され、かつ、見直された予防等の措置について特区にお

ける検証を要さないと認められる場合

ｃ 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を全国展開した場
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合の効果と比較検討し、効果が著しく大きいと認められる場合

イ）特区において当分の間存続

地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施されることにより、地方

公共団体による総合的な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進

でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域の活性化として意義が大きい

と認められる場合

ウ）拡充

規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか等の観点からの提

案（以下「拡充提案」という ）等に基づき、規制の特例措置の要件又は手続を緩。

和又は変更する場合であって、当該緩和又は変更した要件又は手続について特区に

おける検証を要すると認められる場合

エ）是正

弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防

等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における検証

を要すると認められる場合

オ）廃止

弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで予防等

の措置を確保することが困難と認められる場合

ⅱ）関連する規制等の改革に関する評価基準

また、当該規制の特例措置に関連する規制等の改革について、関連する規制等が妨

げとなっていないか等の観点からの提案（以下「関連提案」という ）等があった場。

合には以下の基準により評価を行う。

ア）提案の募集に基づき講ずることとなった措置

ａ 特区において講ずることとなった規制の特例措置

ｂ 全国で実施することとなった規制改革

ｃ その他提案を実現するための措置

イ）関係府省において今後前向きに検討を進める規制等の改革

③評価時期の設定

評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見込まれる時期、その効果

が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設定するものとす

る。

そのため、関係府省の長は、規制の特例措置について、適用される特区計画が初めて

認定された場合には、当該特区計画における目標、特定事業の内容、開始の日等を踏ま

え、当該特区計画の認定から１か月以内に、調査スケジュールを作成し、本部に提出し

なければならない。

評価・調査委員会は、関係府省から提出された調査スケジュールを踏まえ、必要に応

じて関係府省から意見を聴取した上で、規制の特例措置の評価時期を検討し、本部長に

意見を提出するものとする。

本部長は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、規制の特例措置の評価時期を決定する

ものとする。

④拡充提案・関連提案の募集

評価を予定する規制の特例措置について、拡充提案及び関連提案を募集するものとす

る。

そのため、内閣官房は、当該規制の特例措置の評価が開始されるまでの間に、その旨

を公表し、提案を募集する。その際、地方公共団体に対して、積極的な提案を促すこと

に努めるものとする。

拡充提案及び関連提案については、通常の提案と同じ検討基準及び検討プロセスによ

り処理するものとし、その結果について、内閣官房は、評価・調査委員会に報告するも

のとする。

⑤ニーズ調査の実施
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、 、評価を予定する規制の特例措置のうち実施が少ないものについては 評価に至る前に

内閣官房は、更なる実施の可能性について調査（以下「ニーズ調査」という ）を行うも。

のとする。

評価・調査委員会は、ニーズ調査の結果、実施の増加が見込まれず、また、拡充提案

、 、がない規制の特例措置については 予定していた評価を行わないことができるものとし

その場合には、関係府省にその旨通知するものとする。その際、内閣官房は、あらかじ

め関係府省の意見を求め、その結果を評価・調査委員会に報告するものとする。

また、評価を予定する規制の特例措置のうち、活用実績が無いものについては、内閣

官房はニーズ調査を行わないことができるものとする。

⑥評価の方法

関係府省の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、③で決定された評価

時期に、法第４７条第１項に基づき規制の特例措置の適用状況について調査を行い、そ

の結果を本部に報告しなければならない。

、 、 、関係府省の長は 調査に当たって 規制の特例措置による弊害の発生の有無に基づき

全国展開により発生する弊害について立証責任を有するものとし、また、弊害の発生の

有無の判断に資する情報を最大限把握するものとする。

この関係府省の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の特例措置を全国展開

することによる効果、地域性が強い規制の特例措置かどうか等について独自の調査を行

うものとする。

、 、 、評価・調査委員会は これらの結果等を踏まえ 規制の特例措置に関する評価を行い

本部長に意見を提出するものとする。本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、対応

方針を決定するものとする。

ⅰ）調査票の作成

評価に当たって、評価・調査委員会は、評価を予定する規制の特例措置について、評

価の開始の３か月前までに関係府省に通知するものとする。通知を受けた関係府省は、

評価の開始の２か月前までに調査の内容、方法及び対象を記載した調査票を作成して評

価・調査委員会に提出しなければならない。

評価・調査委員会は、関係府省の調査票を踏まえて、評価・調査委員会の調査票を作

成するものとする。その際、評価・調査委員会は、必要に応じて関係府省の調査票に対

して意見を述べるものとする。

ⅱ）調査結果の取りまとめ

評価の対象となった規制の特例措置について、これらの調査票は、調査の対象となる

規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けている地方公共団体（以下「認定地方公共

団体」という 、実施主体又は関係者に対して時間的余裕を持って周知するものとし、。）

調査結果は、評価の開始から２か月後までに取りまとめるものとする。なお、評価・調

査委員会は、独自の調査に当たっては、認定地方公共団体、実施主体又は関係者からの

意見聴取又は現地調査を実施できるものとする。

関係府省は、弊害について調査・報告する場合においては、その弊害の予防のための

運用の改善及び是正措置の可能性等も併せて報告するよう努めるものとする

ⅲ）評価意見の提出

評価・調査委員会は、関係府省の長の調査結果及び独自の調査結果を踏まえ、また、

必要に応じて関係府省から意見を聴取した上で、②の評価基準に基づき評価を行い、本

部長に意見を提出するものとする。

本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、②の基準に基づき、評価に関する対応方

針を決定する。



- -194

（経過措置）

第五十条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場

合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的

に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過

。措置を含む ）を定めることができる。

本条は、本法の規定に基づいて命令又は条例を制定し、又は改廃する場合

においては、それぞれ命令又は条例で、罰則に関する経過措置をも含め、所

要の経過措置を定める権限を与えることを明らかにしたものです。

今回の改正事項のうち、特に、第３５条に、地方公共団体の事務に係る規

制についての条例による特例措置の規定を定めており、当該規定に基づき認

定を受けた地方公共団体が条例で特例を定める場合に、特例の内容によって

は、法令に規定される罰則について所要の経過措置を定める必要があります

が、法律による授権なしに罰則に係る経過措置を定めることはできません。

そのため、この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する

場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的

に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措

置を含む ）を定めることができることとしたものです。。


